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第1章 総 則
第１条（目的） 
身体的拘束は入居者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性がある。当事業所（●●●●）は、利用者の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、施設を運営するため、この指針を作成する。

第２条（身体的拘束に関する誤解の是正）
１　当事業所は、「転倒防止」や「職員不足」を理由として身体的拘束を行うことは、利用
者の尊厳を損なうものであり、適切な理由にはならないことを明確にする。
２　事故防止は、生活環境の調整、職員の介助方法の改善、手すりの設置やベッド高さの調
　整など、環境整備とケアの工夫によって実現することを基本とする。

第３条（定義）
身体的拘束等とは以下のものを指す。
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように
、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰
ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。

第４条（身体拘束等の禁止）
１　当事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の　生命又は身体
を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限す
る行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。当事業者はやむを得ず身
体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由（切迫性・非代替性・一時性の要件を満たし、かつ組織としてそれら
の要件の確認等の手続きを行った旨）その他必要な事項を記録しなければならない。
２　1項の緊急やむを得ない場合の要件を満たしたとしても、手続きを進んで安易に行わず、
慎重に判断する必要がある。

第５条（身体的拘束廃止の基本方針）
当事業所は、身体的拘束の廃止に向けて次の方針に基づき取り組む。
　①組織的な取組：代表者および管理者が明確な方針を示し、委員会を中心に組織的に
実践する。
　②身体的拘束を必要としないケアの実現：利用者の行動の背景を丁寧にアセスメン
トし、認知症などの行動・心理症状（BPSD）も含め、その原因を理解・改善する。
　③本人・家族・関係者の共通理解：本人・家族・職員・関係機関が拘束の弊害を理解し
、事故防止や対応方針を共有する。
　④常に代替方法を検討する姿勢：やむを得ない場合でも、代替策の有無を常に検証し
、拘束解除に向けた工夫を継続する。

第６条（通報及び発見） 
１　利用者本人及び家族からの身体拘束を含む虐待の通報（疑いを含む）がある時は、本
指針に基づき、対応しなければならない。
２ 職員は、その職務の性質上、虐待を発見しやすいことから、虐待の早期発見に努めな
ければならない。
３ 職員は、身体拘束等を発見した際、身体拘束適正化受付担当者●●●●に報告しなけ
ればならない。
４ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第３項の規定によ
る報告（虚偽であるもの及び過失によるものを除く）することを妨げるものではない。

第７条（通報者の保護） 
職員は前条の規定による通報を行なったことを理由として、解雇、その他
不利益な扱いを受けない。

第８条（身体的拘束を必要としないケアの推進）
１　当事業所は、身体的拘束を行わずに利用者の安心を支えるため、次の基本的ケアを徹底する。
　① 起きる：可能な限り日中は座位を保ち、覚醒を促す。
　② 食べる：食事を楽しみとし、点滴や経管栄養に頼らず口から摂取できる環境を整
える。
　③ 排せつする：トイレ誘導を基本とし、オムツ依存を減らす。
　④ 清潔にする：入浴や清潔保持を通じて快適さを確保する。
　⑤ 活動する：生活歴に基づいた心地よい刺激を提供し、生活リズムを整える。
２　これらの取組を通じ、身体的拘束の必要性を低減し、利用者の自立支援と尊厳保持を
図る。

第９条（研修）
１　従業者に対する身体拘束適正化のための研修の実施に当たっては、身体拘束等の適正
化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当事業所における指針に基づき身体拘束適正化の徹底を図る。
２　職員教育を組織的に徹底させていくためには、当事業所の指針に基づいた研修プロ
グラムを実施し、定期的な研修を年●回以上実施するとともに、新規採用時には必ず身
体拘束適正化の研修を実施する。
３　研修の実施内容については、必ず記録する必要がある。
４　研修の実施は、施設内実施（職員研修や他の研修プログラムに含める）及び外部実施
による参加も可能である。
５　研修に参加できなかった職員に対しては●●●●等の対策をとって研修の内容を把
握させるように努める。
６　研修を通じて、ケアの方法を学び実践することで身体拘束等の廃止に努める。

第１０条（施設内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針）
１　現場の職員等が、身体拘束等を受けたと思われる利用者を発見した際は、虐待が疑わ
れる場合は市町村へ速やかに通報し、虐待に当たらない拘束対応は、第１６条以下の
委員会手順で記録・是正し速やかに解除への手続きを進める。
２　事業所の委員会の定める通報の手順により、直属の上司や管理責任者にまず報告・
通報する。
３　上司や管理責任者に報告したにも関わらず、通報がされなかった場合は通報者が自
ら通報する。
４　疑いを発見した事案が身体拘束等であるかどうかは第三者が認定するものであり、
事実が確認できなくても通報する。
５　通報者を通報したことによって、通報者に不利益を生じさせてはならない。

第２章 身体拘束等防止及び解決
第１１条（通報の受付） 
１　通報は、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることが出来る。
２　身体拘束適正化受付担当者は、利用者からの虐待通報の受付に際して、次の事項を記録
し、その内容を虐待通報者に確認する。
① 身体拘束等の内容
② 通報者の要望
③ （第三者委員）への報告の要否
④ 通報者と身体拘束適正化責任者の話し合いへの専門家（又は第三者委員）の助言と立
ち合いの要求
３ 職員は、身体拘束適正化受付担当者の不在時等に虐待の申し出があった場合には、身体
拘束適正化受付担当者に代わって申し出を受けることが出来る。
４ 前項により虐待の申し出を受けた職員は、その内容を記録し、遅滞なく身体拘束適正
化受付担当者にその内容を連絡する。

第１２条（通報の報告・確認） 
１　身体拘束適正化受付担当者は、受け付けた虐待の内容を身体拘束適正化責任者、（又は　及び第三者委員）に報告する。但し、虐待通報者が身体拘束適正化検討責任者（第三者委員）への報告を希望しない場合はこの限りではない。
 ２ 投書等匿名による虐待通報があった場合にも、身体拘束適正化検討責任者（又は　及び第三者委員）に報告、必要な対応を行う。
 ３ 身体拘束適正化受付担当者から通報受付の報告を受けた身体拘束適正化検討責任者（又は　及び第三者委員）は、虐待内容を確認し、報告書を作成し、通報者に対して報告を受けた旨を通知する。通知は原則として通報のあった日から１０日間以内に行われなければならない。

第１３条（解決に向けた話し合い） 
１　身体拘束適正化責任者は、虐待通報の内容を解決するため、虐待通報者との話し合い
を実施する。但し、虐待通報者が同意する場合には解決策の提示をもって話し合いに代
えることが出来る。
２ 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から１４日
以内に行われなければならない。
３ 虐待通報者及び身体拘束適正化責任者は、必要に応じて第三者に助言を求めることが
出来る。
４ 身体拘束適正化検討責任者（又は　及び第三者委員）は、話し合いへの立会にあたっ
ては、虐待の内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。
５ 身体拘束適正化責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を記録し、その記録
を保存する。

第１４条（解決に向けた記録・結果報告） 
１　身体拘束適正化責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面
により記録する。
２ 身体拘束適正化責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐待通報者に
対して報告書を作成し報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から３０日
以内に行われなければならない。
３ 身体拘束適正化責任者は、施設内及び専門家（又は　及び第三者委員）による調整・
助言を得てなお虐待通報者が満足する解決が困難な場合には、各市町村の苦情相談窓
口に設置されている「運営適正化委員会」を紹介する等の必要な対応を行う。

第１５条（改善結果の公表） 
身体拘束適正化責任者は、定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を委員会（又は　及び第三者委員）に報告する。

第３章 身体拘束等適正化委員会
第１６条（名称）
当事業所が主宰する委員会の名称は、身体拘束等適正化委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる。以下「委員会」という。）とする。

第１７条（委員会の目的及び役割）
１　委員会は、利用者の人権を保護し、健全な支援を提供の観点から、適正な支援が実施さ
れ、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時
、委員会を開催し、虐待の防止及び、身体拘束の適正化に向けた検討及び身体拘束の廃
止に努めることを目的とする。委員会は、その結果について、従業者に周知徹底する。
委員会の役割は以下のとおりとする。
1 身体拘束適正化のための計画作り（虐待防止のため研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画作り、指針の作成）
2 身体拘束適正化のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等）
3 身体拘束後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行）
4 職員のストレスマネジメント
5 苦情解決
２　委員会は、身体拘束ゼロを実現するために、施設内研修・事例共有・啓発活動を継続
的に行うものとする。
３　身体拘束を行わないための好事例を積極的に共有し、前向きな職場文化の醸成を図る。


第１８条（委員会の設置）
委員会は、法人内（もしくは法人外）に設けることとする。

第１９条（対応確認）
１　委員会で緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応について
以下を確認する。
①３要件の確認
・切迫性（入居者本人又は他の入居者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと）
・非代替性（身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと）
・一時性（身体的拘束が一時的なものであること）
②切迫性・非代替性・一時性の三要件はすべてを同時に満たす場合に限り、身体的拘束
を行うことができる。
　　 三要件を満たす事例は極めて限られることを職員全体で共有し、「三要件を満たせ
ば拘束してよい」という誤解を生じさせないよう留意する。
③要件合致確認
入居者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施するが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組む。
２　身体的拘束を行う場合には、本人の意思決定能力を前提とし、目的・理由・方法・
期間・解除予定を本人および家族に対して具体的に説明する。
３　なお、本人または家族の同意があったとしても、それのみをもって身体的拘束を正当化
することはできない。
４　身体的拘束を実施した場合は、日々の心身の状態を観察し、切迫性・非代替性・一時
性のいずれかが消滅した時点で、速やかに拘束を解除しなければならない。
５　緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご
本人・ご家族等へ十分なインフォームドコンセント（説明と同意）を行い、書面で確認を得ることとする。
①拘束が必要となる理由（個別の状況）
②拘束の方法（場所、行為（部位・内容））
③拘束の時間帯及び時間
④特記すべき心身の状況
⑤拘束開始及び解除の予定（※特に解除予定は必須）

[bookmark: _Hlk180782952]第２０条（組織）
１　委員会は、本規程による虐待防止の責任主体を明確にするため、次に掲げる者を委員として構成する。
[bookmark: _Hlk180782972]・●●●●
・●●●●
・●●●●
・●●●●
・●●●●　
・●●●●
・●●●●
[bookmark: _Hlk183083019]２ 身体拘束適正化責任者は委員長があたるものとする。
[bookmark: _Hlk182391610]３ 身体拘束適正化責任者代行は身体拘束適正化責任者に事故あるとき、又は身体拘束適正
化責任者が欠けたときは、その職務を処理する。
[bookmark: _Hlk182390778]４ 身体拘束適正化責任者は、事業の管理体制を整えるために、事業所に推進担当者を配
置する。推進担当者は●●●●がその業務に当たるものとする。
[bookmark: _Hlk182390795]５ 推進担当者は、事業所身体拘束適正化受付担当者を配置する。身体拘束適正化受付担
当者は●●●●がその業務にあたるものとする。
６ ただし、身体拘束適正化責任者が必要と認めた場合は、前項４及び５の規定に限らず、
[bookmark: _Hlk182391200]推進担当者及び身体拘束適正化受付担当者を指名することがある。
７　委員は無報酬とする。
８　身体拘束適正化（受付）担当者は必置とする。
９　委員会の構成員には、利用者やその家族、医師（精神科専門委等）・看護職員等専門
的な知見のある外部の第三者を加えることに努める。
１０　委員会は、事業所の規模に応じて、事業所単位ではなく、法人単位でも設置可能で
ある。
１１　委員会は、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。
１２　虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認められるため、虐待防
止委員会と一体的に設置・運営することも可能である。
１３　上記委員会が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防止
の対策及び身体拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、
再発防止あるいは身体拘束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり
、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意しなければならない。
１４　委員会は、医師、看護師、理学療法士、認知症地域支援推進員等の専門職、及び市
町村の担当部局等と連携し、専門的視点から助言を受ける体制を整備する。

[bookmark: _Hlk182333626][bookmark: _Hlk182390714]第２１条（身体拘束適正化責任者の職務） 
[bookmark: _Hlk182333474]身体拘束適正化のため、身体拘束適正化責任者を設置する。身体拘束適正化責任者の職務は次の通りとする。
1 職員による身体拘束の適正な運用を管理・監督する。
2 身体拘束の適正化に関する規程や手続きを整備し、従業者に周知徹底させる。
3 身体拘束が必要とされる場面における状況を確認し、その適正性を判断する。
4 身体拘束の事前・事後の記録と報告を確認し、適切な対応がなされているかを監視する。
5 身体拘束に関する研修や教育プログラムを企画・実施し、職員の知識と理解を深める。
6 身体拘束が不適切に使用されている場合の改善策を検討し、再発防止に努める。
7 関係機関（又は　及び第三者委員）と連携し、身体拘束の適正な運用を確保するための外部監視を受ける。
8 身体拘束の適正化に関する相談や苦情の受付・対応を行う。
9 ひやり・ハット事例の報告・分析を行う。

[bookmark: _Hlk182391408]第２２条（身体拘束適正化責任者代行の職務） 
[bookmark: _Hlk182391268]身体拘束適正化のため、身体拘束適正化責任者代行を設置する。身体拘束適正化責任者代行の職務は第２１条の記載に準じることとする。

[bookmark: _Hlk182333514]第２３条（推進担当者の職務） 
身体拘束適正化のため、推進担当者を設置する。推進担当者の職務は次の通りとする。
1 身体拘束に関する施設内の方針・規則を策定し、職員に周知徹底する。
2 身体拘束が必要な場面において、その実施の適正性を事前に確認・承認する。
3 身体拘束の実施が法令やガイドラインに基づくものであるかを常にチェックし、遵守を指導する。
4 身体拘束に関する記録を定期的に確認し、問題があれば改善を指示する。
5 身体拘束を行った際のリスク評価や緊急対応の実施状況を監督し、問題が発生した場合には速やかに対応する。
6 身体拘束の適正化に向けた職員教育や研修を実施し、職員の意識とスキルを向上させる。
7 身体拘束を回避するための代替手段の導入や改善策を提案し、実施を促進する。
8 利用者やその家族への説明を行い、身体拘束の必要性やその管理状況について十分な理解を得る。
9 関係機関との連携を通じ、身体拘束の適正化に向けた取り組みを推進する。

[bookmark: _Hlk182390762][bookmark: _Hlk182333541]第２４条（身体拘束適正化受付担当者の職務） 
身体拘束適正化のため、身体拘束適正化受付担当者を設置する。身体拘束適正化受付担当者の職務は次の通りとする。
1 身体拘束に関する通報や申請を受付け、適正な手続きを開始する。
2 身体拘束の必要性がある状況について、関係者からの情報を収集し記録する。
3 身体拘束の実施申請が適切であるか、必要な書類や証拠の確認を行う。
4 身体拘束の実施が決定された場合、その記録や書類を正確に管理・保管する。
5 身体拘束の回避に向けた代替策や相談内容を、推進担当者や関係者に報告する。
6 身体拘束に関する苦情や質問を受け付け、適切な担当部署へ連絡・対応を行う。
7 身体拘束の実施後に必要な報告書を取りまとめ、関係機関への提出準備を行う。
8 利用者や家族からの相談窓口として、身体拘束に関する問い合わせに対応する。
9 身体拘束の実施や見直しに関するスケジュール調整を行い、関係者との連携を図る。

第２５条（委員の任期）
１　委員の任期は、●年とする。但し、再任を妨げない。
２　補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第２６条（委員会委員の選出）　　
委員は以下のとおりとする。
①委員には、身体拘束適正化責任者、身体拘束適正化検討責任者代行、推進担当者
、身体拘束適正化受付担当者を加える。
 ②委員には、必要ある場合に法人役員、第三者委員を加えることができる。

第２７条（委員長及び委員長代行）　
１　委員会に委員長及び委員長代行を各１人置き、委員長は●●により定める。
２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３　委員長は、身体拘束適正化責任者を務める。
[bookmark: _Hlk182391592]４　委員長代行は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、
その職務を処理する。
５　委員長代行は、身体拘束適正化責任者代行を務める。

第２８条（会議）
１　委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
２　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３　会議は、おおむね1年に●回以上、定期的に開催するとともに、
必要に応じ随時開催する。
４　会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
５　委員は、会議に出席することができない場合は、あらかじめ、書面をもって会長若しく
は他の委員に議事の協議について委任すること又は議事に係る意見等を書面により提
出することができる。　
６　議事は、委員の合意によって決するものとするが、協議が調わないときは、委員長及
び委員長代行の協議によるものとし、委員長及び委員長代行の協議が調わないときは、
委員長が決するものとする。
７　第５項の規定による議事の協議の委任があったときは、第２項及び前項の規定は、委
員が出席し、議事の合意に加わったものとする。
８　委員長は、会議の運営のために必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め
、その意見を聴くことができる。

第２９条（委員会の責務）
委員会は次の責務を担う。
①委員会は、身体拘束が起こらないよう事前の措置として、職員の身体拘束適正化意識
の向上や知識を周知し、身体拘束のない事業所環境づくりを目指さなければならない。
②委員は、日頃より関係法令及び障害者、高齢者の権利宣言等の知識の習得に努める
だけでなく、人格の向上にも努めるものとする。
③委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に身体拘束及び身体拘束につ
ながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を
求め、指導することとする。
④委員会は、その他の各委員会とも連携をとる。
⑤身体拘束等について報告するための様式を整備する。
⑥従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、身体
拘束等について報告する。
⑦委員会において、⑥により報告された事例を集計し、分析すること。なお⑥によ
り報告された事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、利用者に
対する支援の状況等を確認することが必要である。
⑧事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の
　発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と廃止へ向けた方策を検討する。
⑨報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底する。
⑩廃止へ向けた方策を講じた後に、その効果について検証する。

第３０条（委員会の検討事項）
委員会においては、以下について検討する。
[bookmark: _Hlk192152838]①前回の振り返り 
②３要件（切迫性、非代替性、一時性）の再確認
③（身体的拘束を行っている入居者がいる場合）
３要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討する。
④（身体的拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合）
３要件の該当状況、特に代替案について検討する。
⑤（今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合）
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討する。
⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
⑦今後の予定（研修・次回委員会） 
⑧今回の議論のまとめ・共有

第３１条（相談窓口）
委員会の事務の処理及び身体拘束適正化に関する相談、苦情等に対応するため相談窓口を当事業所に置く。

第３２条（委任）
この指針に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

第３３条（守秘義務） 
 身体拘束適正化責任者、身体拘束適正化責任者代行、推進担当者、身体拘束適正化受付担当者（又は　及び第三者委員）、その他虐待解決事務に係るものは、通報者の氏名、通報の内容その他相談等により知り得た個人情報を通報者の許可なく他に漏らしてはならない。

第３４条（本指針の閲覧）
本指針は、本施設で使用するマニュアル等に綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、入居者やご家族が閲覧できるように●●●●に掲載する。

（附則）
本指針は令和　年　月　日から施行する。
本指針は、必要に応じていつでも委員会に諮り改定できる
[bookmark: _Hlk182392924]





事業者●●●●身体拘束適正化委員会委員名簿

	
	氏名
	区分
	所属団体等

	１
	●●●●
	委員長、身体拘束適正化検討責任者（委員会招集者）
	事業者●●●●

	２
	●●●●
	委員長代行、身体拘束適正化検討責任者代行
	事業者●●●●

	３
	●●●●
	推進担当者
	事業者●●●●

	４
	●●●●
	身体拘束適正化検討（受付）担当者（記録者）
	事業者●●●●

	５
	●●●●
	第三者委員
	事業者●●●●


























身体的拘束適正化　対応フロー図
介護等の現場で身体的拘束の必要性が懸念される事態発生

委員会で定めた期間の経過ほか状況の変化など必要に応じて再度委員会で検討
入居者・ご家族への説明・説明書への記名・押印
必要性が懸念される（委員会検討事項）
必要性が認められない（介護の見直し）
身体的拘束の実施・日々の態様の確認・記録
施設長・介護主任等で身体的拘束実施が必要と懸念されるか判断
介護職員への伝達
＜身体的拘束適正化検討委員会＞
参考様式①に記録し保管ください（拘束実施に至った場合２年間保存）
入居者・家族への説明内容 ・説明者の確認
○入居者の態様の確認
○身体的拘束必要性（３要件について個別具体的に）判断
切迫性、非代替性、一時性（特に非代替性）
必要性が認められない（介護の見直し）
○職員伝達事項確認
○職員伝達者確認
緊急やむを得ない身体的拘束の必要性が認められた場合
○拘束実施方法の検討
○拘束実施時間・期間の検討（具体的に検討・明記すること）
（※必要性があると判断された場合でも必要最小限度に限る）
夜間及び突発的・緊急的な対応が必要





緊急的に施設の緊急時対応マニュアルで対応及び突発的・緊急的な事態



施設長・介護主任等に報告

























